
◆保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳

○平成21年上半期

区　　　　分
保      険      金 給      付      金

合計
死亡保険金 災害保険金 高度障害保険金 その他 合計 死亡給付金 入院給付金 手術給付金 障害給付金 その他 合計

詐 欺 無 効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

不 法 取 得 目 的 無 効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

告 知 義 務 違 反 解 除 0 0 0 0 0 0 4 6 0 3 13 13

重 大 事 由 解 除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

免 責 事 由 該 当 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2

支 払 事 由 非 該 当 2 0 0 0 2 0 210 240 0 4 454 456

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

お支払い非該当件数合計 3 0 0 0 3 1 214 246 0 7 468 471

お 支 払 い 件 数 172 1 9 1 183 110 1,932 1,809 1 306 4,158 4,341

※生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しておりますので、当社における従来の計上基準による件数とは異なります。

   上記件数に、満期保険金・生存給付金・年金は含まれておりません。

◆半期毎の時系列推移表

お支払い件数 お支払い非該当件数

Ｈ20年度 下半期 　10,444件 　234件

Ｈ21年度
上半期 　　4.341件 　471件

下半期 　　　件 　　　件

Ｈ22年度
上半期 　　　件 　　　件

下半期 　　　件 　　　件

Ｈ23年度
上半期 　　　件 　　　件

下半期 　　　件 　　　件

◆お支払いできない場合の具体的事例

入院給付金 心筋梗塞による4日間のご入院給付請求を受けましたが、ご加入の保険が医療保険で入院日数が継続して8日以上であることが給付対象のため、お支払い非該当となりました。

手術給付金 「軟部腫瘍摘出術」のご請求を受けましたが、約款に定める手術に該当しないため、お支払い非該当となりました。



◆保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳

○平成20年下半期

区　　　　分
保      険      金 給      付      金

合計
死亡保険金 災害保険金 高度障害保険金 その他 合計 死亡給付金 入院給付金 手術給付金 障害給付金 その他 合計

詐 欺 無 効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

不 法 取 得 目 的 無 効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

告 知 義 務 違 反 解 除 0 0 0 0 0 0 7 6 0 4 17 17

重 大 事 由 解 除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

免 責 事 由 該 当 6 0 0 0 6 1 2 7 0 0 10 16

支 払 事 由 非 該 当 2 1 4 0 7 0 14 170 1 9 194 201

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

お支払い非該当件数合計 8 1 4 0 13 1 23 183 1 13 221 234

お 支 払 い 件 数 5,859 0 609 3 6,471 83 1,838 1,820 1 231 3,973 10,444

※生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しておりますので、当社における従来の計上基準による件数とは異なります。

   上記件数に、満期保険金・生存給付金・年金は含まれておりません。

◆半期毎の時系列推移表

お支払い件数 お支払い非該当件数

Ｈ20年度 下半期 　10,444件 　234件

Ｈ21年度
上半期 　　　件 　　　件

下半期 　　　件 　　　件

Ｈ22年度
上半期 　　　件 　　　件

下半期 　　　件 　　　件

Ｈ23年度
上半期 　　　件 　　　件

下半期 　　　件 　　　件

◆お支払いできない場合の具体的事例

入院給付金 胆石症による5日間の入院給付請求を受けましたが、ご加入の保険が医療保険で入院日数が継続して8日以上であることが給付対象のため、お支払い非該当となりました。

手術給付金 診断書に「放射線照射」記載がありましたが、約款に定める総線量に達していないため、お支払い非該当となりました。


	保険金等の不払いの状況 (2)

